
（参考資料） 

● これまでの取組実績  ＊下線は工業保全・大規模工場立地ｿﾞー ﾝ内を示す

【用途地域の変更】   

  H19. 4. 1  工業地域・準工業地域→第１種住居地域 ＊住居系の土地利用に特化したため住環境を保全する（東塚口町１丁目、長洲中通２丁目、長洲東通１丁目） 

          工業地域→準工業地域 ＊住居系の土地利用が進むが既存工場もあり、双方の調和を図る。（塚口本町７丁目、東難波町５丁目） 

  H24. 3.30  準工業地域→第１種住居地域 ＊住居系の土地利用に特化したため住環境を保全する（高田町、長洲西通２丁目） 

第７回定時見直し(H30. 3.27告示予定) 

          準工業地域→第１種住居地域 ＊住居系の土地利用に特化したため住環境を保全する（昭和通１丁目） 

【特別用途地区】 

  H19. 3.15  一団の工業地を対象に、住宅等の建築を禁止した「工業保全型特別工業地区」を決定（扶桑町、42.5ha） 

  H22. 1. 4  住居系指向地域を対象に「住工共存型特別工業地区」を決定（工業地域75.3ha、準工業地域20.1ha）（住居系指向地域は廃止）

【高度地区】 

  上記の第１種住居地域への変更地区を対象として「第３種高度地区」を同時決定 

  上記の住工共存型特別工業地区を対象として「第５種高度地区」を同時決定 

【地区計画】 

H26. 4.10  工場跡地を対象とした共同住宅、戸建て住宅、店舗等の開発計画を適切に誘導するため 「ＪＲ塚口駅東地区地区計画」 「準防火地域の指定」を決定

（上坂部1丁目、9.7ha）

【住環境整備条例の緩衝緑地帯設置基準による工業系地域内の住宅新築の抑制（S59.12.24）】 

H22. 1. 4  小規模敷地や低未利用な土地が多い住宅混在地における土地の有効利用を促進するため「特例措置制度」を創設し、8地区を対象に運用を開始 

猪名寺2丁目、御園1・2丁目、南塚口町4丁目、南初島町、西長洲町1丁目及び2丁目、長洲西通1丁目、道意町６丁目 

今回     用途地域の第7回定時見直しを機会に、3地区を追加 

猪名寺2丁目、戸ノ内町6丁目、元浜町1丁目

【商業立地ガイドラインによる大型商業施設の誘導・規制（H16.4.1）】 

  大規模工場立地ｿﾞｰﾝ内は個別対応 

  工業保全ｿﾞｰﾝ内は店舗面積3,000㎡を上限とする。但し、山手幹線の近松線以東沿道は10,000㎡以下。 

  工業複合ｿﾞｰﾝ内は店舗面積1,000㎡を上限とする。但し、広域幹線道路沿道は3,000㎡以下。 



● 取組の方向性 

【工業保全ゾーン・大規模工場立地ゾーン】 

【状況把握】             【地区の分類】                             【課  題】                            【取組の方向性】     

操業環境の保全 
「現状維持」 

操業環境の保全 
「特別用途地区」「地区計画」 

1 単一企業・系列会社のみ 

２ 複数企業のみ 

２’住宅等が少数立地

地区計画等を定めても自己規制しかなく、企業にと
ってメリットがない 

集積度が高いため、虫食い状態で土地利用転換
が行われた場合の影響が大きい 

操業環境、住環境との調和 
「特別用途地区」「地区計画」

１０ 大規模工場跡地等での土地利用

転換

発生交通の多い物販店等の進出は、周辺環境に

及ぼす影響が大きい 

９ 危険物関連の施設が多い 

住宅建築の禁止 
「特別用途地区」 

８ 道路等の基盤が脆弱 

事故の際の影響が大きい 

新たな住環境の形成に適さない 

６ 山手幹線・尼崎伊丹線の沿道 

５ 工業地の外縁部にあって、工場の

立地がない
工場が立地した場合、隣接住宅地への影響が大き

４ 小規模敷地や低・未利用地が多い 土地利用の促進 

「緩衝緑地設置基準の特例」 

○基盤整備 

 ・土地区画整理 

 ・前面道路幅員 

○土地利用 

・用途別分類 

・低未利用地 

○建築物 

・用途別分類 

・新築状況 

・建替見込み

○事業所の変遷 

・S46 との比較 

○危険物 

 ・製造、貯蔵、処理 

○環境基準 

 ・振動、騒音など 
周辺地区との調和 
「地区計画」 

周辺の地域環境に対する影響が大きい 

緩衝緑地設置基準適用地区内において、土地の

有効利用が進んでいない 

７ ＪＲ尼崎駅南地区 駅前地区に適した土地利用の誘導 
JR尼崎駅周辺（南地区）土地
利用誘導指針との整合 

３ 様々な用途が混在 土地利用の動向を注視多種用途が混在しているため課題も輻輳しており、
地域の総意として将来像をまとめることは困難 



【工業複合ゾーン】

【状況把握】            【地区の分類】                              【課  題】                         【取組の方向性】     

(＊) 現在の住宅地の面積に、空地の面積×（住宅新築床面積／全体新築床面積）を加えた面積

住環境の保全・形成 
「用途地域」 「高度地区」  

操業環境と住環境との調和 
「特別用途地区」「地区計画」 

住環境の保全・形成 
「高度地区」 

土地利用の促進 
「緩衝緑地設置基準の特例」 

Ａ 住宅地面積 60％以上かつ住宅棟数
80％以上かつ工場・倉庫の棟数 10％未
満

Ｂ 住宅地見込み面積(*)が 60％以上

Ｅ 主要幹線道路の沿道 

（山手幹線・尼崎伊丹線・五合橋線）

Ｆ 国道43号の沿道 

周辺地域との調和 
「地区計画」 

Ｇ 相当規模の工場跡地等での土地利用

転換

○基盤整備 

 ・土地区画整理 

 ・前面道路幅員 

○土地利用 

・用途別分類 

・低未利用地 

○建築物 

・用途別分類 

・新築状況 

・建替見込み

○事業所の変遷 

・S46 との比較 

○危険物 

 ・製造、貯蔵、処理 

○環境基準 

 ・振動、騒音など 

Ｄ 小規模、低・未利用地が多い 

土地利用の推移に注視

現状維持 

C 住工混在が続くと考えられる

周辺の地域環境に対する影響が大きい 

沿道地区計画の方針は決定したが、整備

計画が未決定

緩衝緑地設置基準の適用地区内において

土地の有効利用が進んでいない。

発生交通の多い物販店等の進出は、周辺

環境に及ぼす影響が大きい

土地利用に転換が少なく土地利用の動向

が掴めない

現在の用途地域のままだと、住環境の向上

が難しい

新たな住宅や既存住宅が建替時期を迎え

る中、住環境の確保が難しい


